
土地改良区機能強化支援事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
土地改良法の改正を踏まえ、地域の農業生産基盤を保全する土地改良区の運営基盤の強化を支援します。

＜事業目標＞
土地改良区の受益面積のうち、水土里ビジョンにより地域の農業水利施設等の保全体制が構築された割合（８割以上［令和11年度まで］）

令和８年度予算額 1,066百万円（前年度 852百万円）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．水土里ビジョン策定推進対策

地域の農業生産基盤の保全等に関する計画（通称「水土里ビジョン」）の策定
２．統合整備強化対策

土地改良区の合併等に必要となる統合整備計画の策定、不在地主の把握や資格交替のための
調整、事務機器等の整備

３．施設管理、運営改善対策
① 土地改良施設の診断・管理指導
② 土地改良区の経営診断・改善指導
③ 換地業務等に関する土地改良区への指導
④ 所有者不明農地等の解消に向けた財産管理制度等の活用に関する土地改良区への指導等
４．研修・人材育成
① 土地改良区等の役職員の資質向上を図る研修
② 施設管理の省エネ化（高効率機器への更新等）に関する技術指導
５．特定被災土地改良区復興支援対策

特定大規模災害等によって被災した土地改良区の業務書類・機器等の復旧支援

    
特定被災土地改良区復興支援対策

業務書類・機器等の復旧

研修・人材育成

現地研修

統合整備強化対策

国

民間団体
都道府県土連

都道府県

＜事業の流れ＞
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定額

定額

土地改良区の合併等

（３④、４①、５の事業）

（３②、４②の事業）

都道府県土連、土地改良区、市町村 （２、３①③④、４①の事業）

土地改良区都道府県
定額

（１の事業）

水土里ビジョン策定推進対策

地域の関係者による議論を通じた保全体制の確立

施設管理、運営改善対策

換地・担い手への農地集積

所有者不明農地等の解消

施設の診断・管理指導 経営診断・改善指導

※下線部は拡充内容

［お問い合わせ先］ 農村振興局土地改良企画課 （03-3502-6006）
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